
教 生 学 第 2 7 0 号  
平成 30年６月 27日   

 各教育局長 様   
北海道教育庁学校教育局参事（生徒指導・学校安全） 齊 藤 順 二   

   児童生徒の交通事故防止に向けた指導の徹底について（通知） 
 このことについては、平成 30年５月 15日付け教生学第 146号通知「児童生徒の交通事故

防止について」により、児童生徒の交通事故防止についてお願いしてきたところですが、こ

の度、北海道警察本部交通部長から別添写しのとおり依頼がありましたので通知します。 

 道内では本年５月以降も、自転車による交通事故が相次いで発生しており、過日、札幌市

内において、自転車走行中の高校生が自動車と衝突して亡くなる大変痛ましい交通事故が発

生しております。 

児童生徒の交通事故防止には、「北海道自転車条例」の内容を踏まえて、被害者にも加害者

にもならぬよう交通ルールを遵守するほか、重大な交通事故につながりやすい自転車のブレ

ーキやライトの点検・整備を日頃から行う必要があります。 

ついては、児童生徒の交通事故防止に向けた指導の徹底を図るようお願いします。 

特に、各学校においては、自転車通学者に対して、改めて次の事項を点検・整備するよう

指導願います。 

記 

指導事項 

○ 自転車ライトの点検 

○ 自転車ブレーキの点検 

○ 夜間のライト点灯 

○ 反射器財等の整備 

 

（生徒指導・学校安全グループ）  




